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開会 午前１０時０１分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○品田委員長 ただいまより、経済文教常任委員会を開会いたします。 

 本日は全員出席であります。 

初めに、１、請願・陳情議案の審査についてを議題といたします。 

まず、陳情第１４号、シルバー人材センターの会員への配分金についてインボイス制度の適用除

外とする等の措置を講ずることを求める意見書の提出を求めることについてに関わりまして、委員

の皆様から、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○品田委員長 なければ、判断できる状況にあるか、各会派及び無所属委員に確認いたします。 

それでは、自民党・市民会議。 

○高橋ひでとし委員 判断できます。 

○品田委員長 民主・市民連合。 

○江川委員 判断できます。 

○品田委員長 公明党。 

○中村委員 判断できます。 

○品田委員長 日本共産党。 

○能登谷委員 判断できます。 

○品田委員長 無党派Ｇ。 

○上野委員 判断できます。 

○品田委員長 無所属、横山委員。 

○横山委員 判断できます。 

○品田委員長 それでは、全会派等が判断できるとのことでしたので、陳情第１４号についての採

択、不採択の判断を、意見開陳を含めて伺っていきたいと思います。 

自民党・市民会議。 

○高橋ひでとし委員 願意妥当と判断いたします。 

○品田委員長 特に意見開陳はよろしいですか。 

○高橋ひでとし委員 ございません。 

○品田委員長 民主・市民連合。 

○江川委員 願意妥当であり、採択すべきと判断いたします。 

シルバー人材センターは、定年退職者など高年齢退職者に対する就業機会の確保等に大きな役割

を果たしています。２０２３年１０月に予定されています消費税のインボイス制度が導入されます

と、陳情要旨にもあるとおり、シルバー人材センターは税負担が増大し、少額の収入しかない会員

は手取り額が減少するおそれもあるなど、センターや会員に大きな負担が生じ、会員の減少やセン

ターの事業運営に極めて大きな影響を及ぼすことが想定されます。 

我が国の高齢化が進む中、高齢者の多様なニーズに対応した就業機会を提供し、高齢者の生きが

いの充実や社会参加の促進による地域活性化、医療費の削減などに貢献しているシルバー人材セン

ターは、地域社会に必要不可欠な存在であり、今後も安定的な事業運営が可能となる措置が必要で
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あると考えます。 

よって、民主・市民連合は、陳情第１４号は願意妥当であり、採択すべきと判断いたしました。 

○品田委員長 次に、公明党。 

○中村委員 公明党といたしましても、願意妥当であり、採択すべきと考えます。 

現行、会員に支払う配分金に含まれる消費税の扱いでありますけども、課税仕入れ等に関わる消

費税額として扱われて、税控除の対象になっております。しかしながら、インボイス制度が導入さ

れることによりまして、これが、要するに税控除の対象外という扱いになってしまうという状況に

なる、陳情の内容はそういったことだと思っております。 

センターの運営自体は特異な形態というか、普通の商取引ということとは一線を画するものだと

いうことを理解しておりますので、このシルバー人材センターを含め、やはり、一定程度、そうい

う例外規定というものが行われることが妥当との考えの下、願意妥当という判断をいたしました。 

○品田委員長 次に、日本共産党。 

○能登谷委員 日本共産党としても、願意妥当であり、採択すべきだというふうに判断しています。 

そもそも、消費税のインボイス制度、適格請求書は、小規模事業者、零細事業者を経済活動から

締め出すものだというふうに思われますので、市内経済にとっても悪影響がありますので、私ども

はインボイス制度自体を中止すべきだというふうに考えています。 

その中で、今回の陳情ですが、先ほど来のお話でも出ているとおり、シルバー人材センターは公

益の事業であり、就業機会を確保するという趣旨ですから、このインボイスの適用になること自体

が公益事業の趣旨に反するものだと言わなければなりませんので、願意妥当だと言わざるを得ない

と思います。 

○品田委員長 続きまして、無党派Ｇ。 

○上野委員 採択すべきと判断いたします。意見開陳はございません。 

○品田委員長 次に、無所属、横山委員。 

○横山委員 私も願意妥当と判断し、採択すべきものというふうに考えます。 

○品田委員長 それでは、採択すべきものとすることで全会一致となったことから、陳情第１４号

につきましては、採択すべきものと決定することで御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○品田委員長 御異議なしと認めます。よって、陳情第１４号につきましては、採択すべきものと

決定いたしました。 

本会議における委員長口頭報告案の作成につきましては、正副委員長に一任願えますでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○品田委員長 それでは、そのように扱わせていただきます。 

続きまして、陳情第１７号、いじめ対応についての説明に関することについてに関わりまして、

委員の皆様から、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○品田委員長 なければ、判断できる状況にあるか、各会派及び無所属委員に確認いたします。 

自民党・市民会議。 

○高橋ひでとし委員 判断できます。 
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○品田委員長 民主・市民連合。 

○江川委員 判断できます。 

○品田委員長 公明党。 

○中村委員 判断できます。 

○品田委員長 日本共産党。 

○能登谷委員 判断できます。 

○品田委員長 無党派Ｇ。 

○上野委員 判断できます。 

○品田委員長 無所属、横山委員。 

○横山委員 判断できます。 

○品田委員長 それでは、全会派等が判断できるとのことでしたので、陳情第１７号についての採

択、不採択の判断を、意見開陳を含めて伺っていきたいと思います。 

自民党・市民会議。 

○高橋ひでとし委員 陳情事項第１項について、令和４年度第１回総合教育会議において、保護者

説明会については、教育長が第三者委員会の最終報告がまとまった段階で調査結果の概要や再発防

止等について説明する機会を設けることが明言されており、同説明会実施は確実な状況にあること

から、願意妥当と判断いたします。ただ、同説明会が、同校に通学する保護者や生徒たちにとり実

効性のあるものとするためには、現在調査中の問題の結論を踏まえ、事実認定過程を分析するとと

もに、これを基に再発防止策を策定することが適切であること、保護者や生徒たち自身の説明会開

催への具体的要望が明示された時点での実施が妥当であること、及び、説明内容に被害者らの個人

情報が示されるおそれがあり、そのためには、御遺族を含む関係者の意思確認や同意が必要である

ものの、これが現時点では明らかでないことを考慮し、実施の時期及び手続については、今後の検

討課題とするべきものと考えます。 

また、陳情事項第２項については、同陳情内容は、同説明会における実質を確保するためのもの

であるというように評価されるため、これに対する回答は、さきに述べた陳情事項第１項と同じ結

論となります。 

○品田委員長 民主・市民連合。 

○江川委員 民主・市民連合の判断としましても願意妥当であり、採択すべきと判断いたします。 

簡潔に述べます。 

教育委員会と当該中学校による保護者説明会と、それから説明内容に関しては、当然、行うべき

事項だと判断いたしました。なお、個人情報や開催時期などについては配慮が必要だと考えられま

すので、その点を必ず御留意願います。 

○品田委員長 公明党。 

○中村委員 公明党といたしましても願意妥当であり、採択すべきものと考えております。 

第三者委員会の調査がかなり遅れているというところで、この陳情者の方が、一日も早い保護者

説明会の必要性を説いているものというふうに受け止めております。保護者説明会がもしできると

すれば、中間報告が３月にありましたので、その段階で一定程度できた可能性があるのかなという

ふうにも考えておりますが、ただ、この段においては、先ほどほかの委員の方もおっしゃられてい
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ましたように、最終報告の時期が近づいているということもありますし、やはり、再発防止策をど

うするかということを保護者の方にお伝えしなければ、前進ができない、解決の方向に行けないと

いう、そういった考え方を一定程度教育委員会も持っているでしょうし、私どももそのように受け

止めております。その点は考慮する必要があるという考えは持っておりますが、第１項、第２項の

陳情事項の内容自体については、願意妥当という判断をさせていただきました。 

○品田委員長 日本共産党。 

○能登谷委員 私ども日本共産党も願意妥当であり、採択すべきだというふうに判断しています。 

一つは保護者説明会の開催についてなんですが、昨年４月２６日に行って以降開催されていない

という実情になっています。私どもはそのことを受けて、当時、２０２１年４月３０日に、当該学

校の保護者、また近隣の皆さんと一緒に、旭川市教育委員会教育長宛てに要望書を出させていただ

きました。そのうちの最初の項目は、「当該中学校では４月２６日に保護者説明会が開催されまし

たが、事実経過や学校の対応など十分な説明がありませんでした。何を聞いても誠実な答えが返っ

てこないため、諦めて席を立つ人が目立ちました。今後、保護者に対し、節目ごとに十分に説明を

果たすことを求めます。」と。だから、去年１年間を見ても、本当にいろんな節目はあったと思い

ますから、そのたびごとにしっかりとした説明を果たす必要があったと思いますし、私どもはその

後、２０２１年５月１４日の経済文教常任委員会以降も、何度もこのことも紹介しながら保護者説

明会を求めてきましたので、同じ立場ですので十分理解することができます。 

それから、２番目の、令和元年当時のいじめ対応について説明を尽くす、これも、当該学年の皆

さんが卒業してしまった中で、大変残念で、遅きに失したという感はありますけれども、求めてい

ることについては至極当然のことで、当時のいじめ対応についてどうだったのかということをやっ

ぱりしっかり確認し、事実の真相解明に尽くすということが大事だと思いますし、そのことについ

て、当該中学や周りの地域も含めて、しっかりとした対応をすることが学校や教育委員会には求め

られていたと思いますので、この点で見ても願意妥当であり、採択すべきだというふうに思います。 

○品田委員長 無党派Ｇ。 

○上野委員 私たち無党派Ｇの会派は、以前より保護者の説明会については必要と言っておりまし

たので、願意妥当であり、採択すべきと判断いたします。 

○品田委員長 無所属、横山委員。 

○横山委員 私も結論としては願意妥当というふうに判断をします。 

市教委が第三者委員会に諮問している件に関して、当然、その調査報告を受けて、市教委の責任

で調査内容が公表、説明されるべきものであると考えます。その対象には、当然、当該中学校の保

護者も含まれるべきであるというふうに私も考えます。あわせて、今日までの様々な報道等によっ

て、何が客観的事実なのかが不明確になる部分があるなど、混乱も生じているというのも現状だと

思いますので、第三者委員会の報告を受けて、市教委、学校が説明を尽くすことは当然であるとい

うふうに考えます。ただし、開催の時期については、第三者委員会の最終報告が行われた後である

ことが必要であるとも思いますし、説明される内容にも多くの個人情報など機微情報が関わる部分

もあると思いますので、開催に当たっては十分な配慮や検討が必要であるということを申し添えて

おきます。 

○品田委員長 それでは、採択すべきものとすることで全会一致となったことから、陳情第１７号
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につきましては、採択すべきものと決定することで御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○品田委員長 御異議なしと認めます。よって、陳情第１７号につきましては、採択すべきものと

決定いたしました。 

本会議における委員長口頭報告案の作成につきましては、正副委員長に一任願えますでしょうか。

（「はい」の声あり） 

○品田委員長 それでは、そのように扱わせていただきます。 

次に、２、令和４年第２回定例会提出議案についてを議題といたします。議案第２号について、

理事者から説明願います。 

○三宮経済部長 議案第２号、令和４年度旭川市一般会計補正予算のうち、経済部所管分につきま

して御説明申し上げます。 

補正予算書１０ページを御覧ください。５款１項１目、旭川まちなかしごとプラザ事業費１千７

３８万３千円でございます。旭川まちなかしごとプラザにつきましては、マルカツの閉店に伴い、

フィール旭川に移転するための関連費用について補正しようとするものでございます。 

次に、はたらく環境づくり支援費５０万円でございます。国のトライアル雇用助成金を活用後、

引き続き、正規雇用した事業主に１件５万円の補助を行っておりますが、国の助成金に新型コロナ

ウイルス感染症対応トライアルコースが追加されたことに伴い、１０件分を追加しようとするもの

でございます。 

次に３段目、７款１項１目、旭川地域産品魅力発信推進費５千３００万円でございます。市内宿

泊客にオリジナルのウエルカムスイーツを配布したり、ふるさと納税返礼品等を使ったホテルでの

飲食メニューを提供することにより、地域産品のプロモーションを行うほか、羽田空港で１市８町

を中心とした特産品フェアを開催しようとするものでございます。 

次に、中小企業振興資金融資事業費１億４９５万円でございます。長引くコロナ禍に加え、原油

や物価の高騰等により、売上高に対する製造原価率、または販管費率が前年同月比３％以上上昇し

ている中小企業者の資金繰り支援を行うものでございます。 

次に、１１ページでございます。２目、スタートアップ・生産性向上支援費５千３００万円でご

ざいます。本年１２月までに創業、または創業から３年以内の認定創業者等に対し、補助率５分の

４、上限額５０万円を１０件、また、市内の個人・中小事業者が行う生産性の向上などに要する経

費の５分の４、上限額２００万円を２０件程度、いずれも旭川産業創造プラザを通じた補助金によ

り事業者を支援しようとするものでございます。 

続きまして、旭川わくわくイベント開催応援費４千８４７万円でございます。地域の経済活動の

停滞や消費マインドが低下する中、市民がわくわくするようなイベントを企画実施する広告代理店

等に支援を行うものでございます。補助上限額は１件当たり５００万円で、７件程度を公募するこ

ととしております。また、空港や駅などに生花を飾り、観光客へのおもてなしや市民への癒やしを

通じて、イベント開催の機運醸成の一助とする事業も併せて実施いたします。 

続きまして、食品成分分析機器導入費１千２１７万円でございます。コロナ禍で中食やテークア

ウト等の需要が伸びている中、食品製造事業者が取り組む商品開発を後押しするため、旭川食品産

業支援センターに食品成分分析機器を導入するものでございます。 
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続きまして、通信環境整備強化費３００万円でございます。ＩＴ関連スタートアップ企業の施設

利用の促進や、ＩＣＴ事業者の拠点化などを目指し、旭川リサーチセンター内のオンライン設備の

強化を図るものでございます。 

続きまして、３目、マッチング型企業誘致費６０６万６千円でございます。首都圏等からの企業

誘致を後押しするため、地元企業とのビジネスマッチングを行い、地域との関係性を生み出すこと

で本市への進出を促進しようとするものでございます。 

次に、データセンター事業実施可能性調査費２千万円でございます。国のデータセンター地方拠

点整備事業費補助金を活用し、本市へのデータセンター誘致の可能性について調査を行おうとする

ものでございます。 

次に、５目工芸センター費、輸出家具製品等開発支援費１千４８２万３千円でございます。コロ

ナ禍で木材流通が滞り、これまで家具の材料として利用頻度の少ない樹種の適性検査や、輸出用家

具の開発に必要な海上輸送中の苛酷な温度や湿度環境への家具製品の耐久性を検査するため、旭川

市工芸センターに大型高温高湿試験機を導入しようとするものでございます。 

続きまして、旭川家具産地ＰＲ支援費６３０万円でございます。旭川家具ブランドの付加価値を

高め、消費拡大につなげていくため、羽田空港内において旭川家具の展示イベントを行おうとする

ものでございます。 

最後に、６目、工業技術センター施設環境整備費９８０万４千円でございます。コロナ感染対策

と施設の利便性向上のため、旭川市工業技術センターにオンライン会議ができるインターネット回

線を整備するほか、コロナ対策のため、空調設備を導入しようとするものでございます。 

以上、経済部所管の事業でございます。よろしくお願いいたします。 

○菅原観光スポーツ交流部長 議案第２号、令和４年度旭川市一般会計補正予算の観光スポーツ交

流部所管分につきまして、御説明を申し上げます。 

補正予算書１１ページを御覧ください。７款１項４目の旅行商品造成等促進事業費１億２千１０

０万円でございます。これは、令和４年第１回定例会において議決をいただいた、新型コロナウイ

ルス感染症の影響からの早期回復に向け、市内での宿泊と飲食、交通利用などを含む旅行商品の造

成を行う事業者等に対して支援をする事業につきまして、事業費の増額及び拡充を行うものでござ

います。事業の内容といたしましては、まず、増額分といたしまして、主に、国内からの観光客を

ターゲットとした市内飲食店や各種体験の料金が割引となる電子クーポンつきの旅行商品の造成を

促進する割引券発行事業や、貸切りバスなどを用いた団体旅行商品の造成に対する支援、及び、広

告やプロモーション費などの事業費として、合計４千万円を増額いたします。次に、新規拡充要素

についてでございますが、航空会社との連携事業として、本市市制１００年と航空会社の周年を絡

めた特別送客事業を検討しており、航空会社と連携した広報宣伝等を予定しております。次に、商

品造成支援事業として、旅行会社等を本市に招き、継続的な商品造成に向けた支援を、また、個人

型受入れ促進事業として、個人旅行者をターゲットとした、食文化をテーマとしたウェブマップの

構築を実施してまいります。また、海外誘客事業につきましては、主に冬季の訪日旅行商品の造成

に対する支援や、将来的な海外路線誘致を見据えたチャーター便商品等の促進に向けた支援を行っ

てまいります。これらの取組に加え、事務費や、国内外に向けた観光誘客のためのプロモーション

費などを計上しており、新規拡充要素といたしまして合計で８千１００万円となります。増額分と
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新規拡充要素分を合わせますと、補正額は１億２千１００万円となります。 

続きまして、旭川夏まつり感染症対策費３００万円でございます。こちらは、８月に開催予定の

旭川夏まつりにおきまして、祭りを安心、安全に開催するため、警備員の増員や、感染症対策に係

る消耗品購入費用の一部を本市が負担するものでございます。 

次に、補正予算書の１２ページを御覧ください。１０款６項１目の旭川ハーフマラソン感染症対

策費２７５万円でございます。これは、９月２５日に開催いたします旭川ハーフマラソンの新型コ

ロナウイルス感染症対策に係る経費を実行委員会に対する負担金として計上するものでございます。

主な経費につきましては、ゼッケンの事前送付、健康チェックに係るスタッフやテント設営、感染

予防品の購入など、感染対策を徹底するために必要な経費でございます。いずれの事業も財源は全

額、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金となっております。 

以上が、観光スポーツ交流部所管分の補正予算でございます。よろしくお願いいたします。 

○加藤農政部長 議案第２号、令和４年度一般会計補正予算のうち、農政部所管分につきまして御

説明申し上げます。 

補正予算書の１０ページを御覧ください。 

まず、６款１項２目農業振興費のうち、新規就農者育成総合対策費５７９万７千円でございます。

国は、今年度新たに、就農開始時における機械や施設整備等に係る補助制度を設けましたが、補助

対象事業費上限５００万円に対し、国、道が４分の３を負担し、残りは自己負担となっております。

この国、道の補助に加えまして、自己負担分についても市が補助し、営農基盤の脆弱な新規就農者

の負担を軽減しようとするものでございます。この事業につきまして、本年３月２９日付の国の通

知によりまして、夫婦で就農した場合の支援が１．５倍になるということ、後継者の活用に係る詳

細が示されたことから、夫婦１組の新規就農に係る不足分と、後継者１人分について補正しようと

するものでございます。 

次に、同じく６款１項２目のうち、農業労働環境整備費４千万円でございます。この事業は、労

働者を雇用する農業者に対しまして、感染症予防のために必要な設備等の導入を支援し、労働環境

を整備しようとするものでございます。具体的には、圃場において手洗い場、トイレ、休憩所、あ

るいは換気・空調設備等を整備した場合には、１００万円を上限として対象経費の５割を補助する

などのものでございます。財源は全額、地方創生臨時交付金を充当いたします。 

次に、６款１項３目農産園芸振興費のうち、旭川産花きＰＲ支援費３６０万円でございます。感

染症の拡大によりまして、冠婚葬祭やイベント等での花卉の消費が大きく落ち込んでおります。大

きな影響を受けた市内花卉生産者を支援するため、旭川産花卉を活用した展示等により、市内産花

卉をＰＲし、花の消費機運を高めようとするものでございます。財源は、これも全額、地方創生臨

時交付金を充当いたします。 

次に、同じく６款１項３目のうち、産地生産基盤パワーアップ事業費１億１千４４６万円でござ

います。この事業は、米の乾燥調製施設及び精米機を導入するための費用の一部を補助し、東鷹栖

地域の農業者が、共同でななつぼしの生産から精米、販売までを一貫して行えるよう、体制整備す

ることを支援しようとするものでございます。財源は、国から北海道を経由した補助金によりまし

て、全額特定財源となっております。 

最後に、同じく６款１項３目のうち、生産費高騰対応緊急農家支援費７千２２１万７千円でござ
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います。コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻による不安定な情勢を受けまして、世界的に流通網が

停滞する中、農業生産に不可欠な肥料や資材及び飼料の価格が高騰し、生産費が増加しております。

生産費高騰分の一部を補助金として支出し、営農意欲の喚起を図ろうとするものです。旭川市内に

住所のある農業者等が販売目的に生産する水稲、畑作物、野菜、花卉、果樹、また畜産等につきま

して、その作付面積や飼養頭数等に応じ、農業者１戸当たり５０万円を上限として支援しようとす

るものでございます。なお、財源は全額、地方創生臨時交付金を充当いたします。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○品田学校教育部長 議案第２号、令和４年度旭川市一般会計補正予算のうち、学校教育部所管分

につきまして御説明いたします。 

補正予算書事項別明細書の１２ページになります。１０款１項２目事務局費、学校ＩＣＴ環境整

備費、補正額１６２万７千円であります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により学級閉鎖等

になった際に、学びの保障として、児童生徒に貸し出すタブレット端末に併せて、通信環境が未整

備の家庭に貸し出すモバイルＷｉ－Ｆｉルーターの通信費を増額しようとするものでございます。 

次に、同じく１２ページ、１０款２項小学校費、１目学校管理費、給食物資高騰対策支援費、補

正額３千４７６万８千円、同じく、３項中学校費、１目学校管理費、給食物資高騰対策支援費、補

正額２千３８６万１千円であります。コロナ禍により食材が値上がりしている状況においても、現

行の給食費で同水準の給食を提供するため、食材費のうち、１食当たり小学校は１５円、中学校は

２０円を支援しようとするものであります。なお、令和４年度の給食費は、給食費改定の必要性を

認識しながら、コロナ禍における社会経済状況に鑑み、据え置くこととした経緯がございまして、

令和５年度は、これらの状況を踏まえつつ、給食費の値上げを含めた検討を行う必要があるものと

考えているところでございます。これら３事業の財源につきましては、国の新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施いたします。 

次に、同じく１２ページ、１０款２項４目学校建設費、千代田小学校増改築費、補正額４千３４

０万円であります。労務単価の上昇を受けまして、賃金等の急激な変動に対処するため、インフレ

スライド条項を適用し、令和３年度、４年度の２か年工事としている千代田小学校増改築工事契約

の契約額を見直し、適正な請負代金に変更しようというものでございます。 

次に、歳入でございます。４ページになります。先ほど説明いたしました国の新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業の実施により、１７款２項１目総務費国庫補助金、

３節の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に学校教育部分６千２５万６千円を追加

いたします。 

また、千代田小学校増改築費の事業実施に当たりまして、６ページになりますが、２４款１項７

目教育債、１節学校教育施設等整備事業債で３千２５０万円を追加いたしまして、補正予算書の３

ページに戻りますが、第２表、地方債補正変更分といたしまして、学校教育施設等整備事業につき、

限度額を引き上げようとするものでございます。 

 以上よろしくお願いいたします。 

○高田社会教育部長 議案第２号、令和４年度旭川市一般会計補正予算のうち、社会教育部所管分

につきまして御説明申し上げます。 

補正予算書の１２ページを御覧ください。１０款５項２目公民館費の公民館感染症対策費、補正
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額１７３万６千円についてでございますが、公民館全館において、効果的で効率的な換気を行い、

新型コロナウイルスの感染拡大防止の徹底をすることで、利用者がより安心して学習できる環境を

提供するため、網戸の増設及び破損している網戸の交換を行う費用を補正しようとするものでござ

います。 

次に、その下、３目図書館費の電子書籍導入費、補正額４千５０４万４千円につきましては、図

書館内での密を防ぎ、感染リスクを低減させるとともに、ウイズコロナ時代の新しい生活様式への

対応や、感染を心配し図書館への来館を控えている方の読書の機会を確保するため、来館しなくて

も非接触で借りられる電子書籍提供サービスの導入に関わる費用を補正しようとするものでござい

ます。 

以上が、社会教育部の所管する補正予算の概要でございます。よろしくお願いいたします。 

○品田委員長 ただいまの説明につきまして、特に御発言はありますか。 

（「なし」の声あり） 

○品田委員長 なければ、本日のところは説明を受けたということにとどめておきたいと思います。 

議案の説明に関わり出席している理事者につきましては、退席していただいて結構です。 

次に、３、報告事項についてを議題といたします。 

まず、令和４年第２回定例会提出議案に関わる事項であります。感染防止対策協力支援金等の繰

越明許費繰越しについて、理事者から報告願います。 

○三宮経済部長 報告第２号の令和３年度旭川市一般会計予算の繰越明許費繰越しの報告につきま

して、総務常任委員会の所管ではございますが、経済部に関わりがございますので、御報告をさせ

ていただきます。 

３段目、７款１項商工費、感染防止対策協力支援金、翌年度繰越額５２億１千９３２万５千円で

ございます。これにつきましては、令和４年１月２７日から３月２１日までの間、まん延防止等重

点措置による飲食店への時短要請等に伴う協力支援金で、令和３年度中に事業が完了しなかったこ

とから、令和４年度に繰越ししたところでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○菅原観光スポーツ交流部長 報告第２号の令和３年度旭川市一般会計予算の繰越明許費繰越しの

報告につきまして、総務常任委員会の所管ではございますが、観光スポーツ交流部に関わりがござ

いますので御報告をさせていただきます。 

令和３年度旭川市一般会計繰越明許費繰越計算書にございます７款１項のうち、２事業、旭川宿

泊応援事業費８千２００万円、及び、旅行商品造成等促進事業費３千万円につきましては、国の令

和３年度補正予算である新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業であり、

令和４年第１回定例会におきまして補正予算の議決をいただいたところでございますが、事業の完

了が令和４年度となりますことから、翌年度に繰越しをいたしましたので、御報告をさせていただ

きます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○品田学校教育部長 報告第２号、令和３年度旭川市一般会計予算の繰越明許費繰越しの報告につ

いてのうち、学校教育部所管分につきまして御説明申し上げます。 

いずれの事業も完了が令和４年度となりますことから、議案別紙、令和３年度旭川市一般会計繰
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越明許費繰越計算書にお示しをしております１０款２項、事業名、給食施設整備費、学校感染症対

策・教育活動費、学校施設大規模改修費、東栄小学校増改築費、千代田小学校増改築費、豊岡小学

校増改築費、及び１０款３項、事業名、学校感染症対策・教育活動費、学校施設大規模改修費につ

きましては、繰越しを行いましたので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により議会に御

報告申し上げるものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○品田委員長 ただいまの報告につきまして、特に御発言はありますか。 

（「なし」の声あり） 

○品田委員長 なければ、ただいまの報告に関わり出席している理事者につきましては、退席いた

だいて結構です。 

次に、提出議案以外の事項であります。遺族側弁護団からの所見書について、理事者から報告願

います。 

○品田学校教育部長 現在調査中のいじめの重大事態に関わりまして、４月１４日にいじめ防止等

対策委員会から提出されました中間報告に対し、御遺族側から所見書の提出が示されていたところ

でございますが、５月３０日、御遺族側弁護団から、市長、教育委員会及びいじめ防止等対策委員

会に対しまして、その提出がありましたので、御報告申し上げます。御遺族側弁護団から、所見書

の概要版、マスコミ宛ての補足説明が示されておりますので、資料として配付をさせていただいて

おります。 

内容につきまして、概略を御説明いたしますが、所見書については、中間報告に関する所見、中

間報告に対する疑問点と、大きく２つに分かれておりまして、中間報告に関する所見につきまして

は、「いじめ認定まで３年もの期間、いじめ早期発見、早期対応を求める法の趣旨に反する」「学

校がいじめを３年前に認定し、早期対応を進めていれば、最悪の事態は避けられた」「いじめと自

殺との因果関係だけが問題ではない」の３項目、また、中間報告に対する疑問点につきましては、

「中間報告の前、遺族に対して事実確認をしていない」「加害者と教職員の供述だけで事実を認定

している」「被害者の尊厳を傷つける事実認定」など、１０項目が記載をされております。また、

補足説明につきましては、遺族側弁護団がマスコミ宛てに作成したものでありますが、議会への報

告の際にも併せて添付してほしいとの希望があったものでございます。 

教育委員会といたしましては、所見書の内容を重く受け止めているところであり、御遺族の意向

に寄り添った対応に努めていくとともに、今後の調査や最終報告に生かしていくよう、対策委員会

に求めてまいりたいと考えているところでございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○品田委員長 ただいまの報告について、御発言はございますか。 

（挙手する者あり） 

○品田委員長 高橋ひでとし、江川、中村、能登谷各委員から発言する意向が示されておりますこ

とから、発言順については大会派順で行うこととし、発言場所は、質疑席で行うということでよろ

しいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○品田委員長 それでは、そのように実施することといたします。 
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それでは、高橋ひでとし委員、質疑席へ移動をお願いいたします。 

御発言願います。 

○高橋ひでとし委員 所見書は、総じて御遺族側の意思として、第三者委員会の事実認定及びその

手法の問題点と改善を要求しているものと評価できます。 

第１に、第三者委員会の問題として摘示されていることは、主として、被害者や御遺族の声に耳

を傾けていないこと、また、いじめ認定の判断プロセスを明示していないことであります。職務遂

行上の強い独立性が制度的に要求されている独立行政委員会などとは異なり、第三者委員会は、教

育委員会の附属機関として、教育委員会による一定程度の助言、指導権限が認められると解されま

す。 

そこで、今後、かかる一定の助言、指導権限に基づいて、教育委員会として、第三者委員会に対

し、今回の所見書を踏まえ、遺族や被害者の声に耳を傾けていないという指摘に対しどのような改

善を要求するのか、お示しください。 

○石原学校教育部次長 被害者や遺族の声に耳を傾けていないという指摘に関しましては、中間報

告に対する御遺族側代理人の記者会見においても、同様の趣旨の意見があったところでございます。

このことに関しましては、市長、また、北海道教育委員会から改善等の要請がありまして、既に対

策委員会に伝えているところであります。対策委員会からは、今後、御遺族の聞き取りをしっかり

と行っていく予定であると伺っておりますが、改めて、所見書の内容を踏まえて対応いただくよう

求めてまいります。 

○高橋ひでとし委員 そのような改善要求が認められない場合、つまり、第三者委員会がこれに従

わない場合、教育委員会として、具体的にどのような対応を取るつもりであるのか、お示しくださ

い。 

○石原学校教育部次長 対策委員会からは、既に、遺族側に対しまして聞き取り等の申入れを行い

まして、日程を調整していると伺っておりますけれども、聞き取りにつきましては、１回、あるい

は、短時間で終わらせるのではなくて、御遺族の御意見や要望を丁寧に全て受け止めることが必要

と考えておりまして、その状況などにつきましてはしっかりと教育委員会として確認してまいりた

いと考えてございます。 

○高橋ひでとし委員 しっかりと確認をしておられるということで、御質問します。 

６月中に、具体的に何回聞き取り等を行う予定であるか、その確認した内容をお示しください。 

○石原学校教育部次長 確認と申しましたのは、今後、状況について確認するということで、今の

ところ、対策委員会から具体的な予定までは伺っていないところですが、今、日程の調整をしてい

るということで、対策委員会からも１回ではなくて複数回、しっかり聞くということで伺っていま

す。ちょっと日程については、また今後、再度確認をさせていただきます。 

○高橋ひでとし委員 要するに、第三者委員会側から御遺族側に対して、聞き取りの要請を事実と

してしたのか、していないのか、いずれであるか、お示しください。 

○石原学校教育部次長 所見書の提出を御遺族から受けた際に、対策委員会から聞き取りのお願い

をしているので、よろしくお願いいたしますということでお話をした際には、特に言葉はなかった

んですけれども、了解しましたというようなことで、話は聞いているというような趣旨で私として

は受け止めたところでございます。 
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○高橋ひでとし委員 その点について、第三者委員会として、具体的な日程調整、候補日を挙げて

聞き取り等を行うという、そういう提案をしたのかどうか、お示しください。 

○石原学校教育部次長 具体的な日程を提示して確認しているのかどうか、ちょっとその辺までは、

教育委員会としては確認はしていないところでございます。 

○高橋ひでとし委員 教育委員会として、具体的な候補日等を示したかどうかについて確認してい

ないというのは、それは、第三者委員会が遺族側に対して具体的な日程、候補日を提示していない

からなのか、それとも、そもそもそういうことを教育委員会が確認をしていないからなのか、また

はその他、違う理由なのか、その点についてお示しください。 

○石原学校教育部次長 御遺族と対策委員会の日程等の調整につきましては、対策委員会にお任せ

している部分もありますので、その方法についてまでは教育委員会として確認はしていないところ

でございます。 

○高橋ひでとし委員 先ほどお話ししたとおり、教育委員会には、第三者委員会に対して一定程度

の助言及び指導権限があるのではないかというふうに私としては解釈しています。第三者委員会が、

そのような具体的な日程等について、遺族側と候補日を挙げて調整をしないという事態に至った場

合、教育委員会としてどのような改善要求をされるのか、お示しください。 

○石原学校教育部次長 これまで教育委員会として、日程調整の方法、そういったところは対策委

員会にお任せしていたところでございますけれども、そういった日程調整の方法については、今後、

具体的に確認をするよう努めてまいりたいと考えてございます。 

○高橋ひでとし委員 第三者委員会の委員長自ら、８月末までの最終報告という期限を明示してお

られます。今日はもう６月２日で、あと３か月ない状態です。今、確認されると言ったのは、いつ

までにどういう方法、形で確認されるか、お示しください。 

○石原学校教育部次長 日程の確認については、口頭ですぐできるものと考えてございますので、

この会議終了後、電話、訪問等により委員長にお話しして、日程調整の方法については聞くことが

可能というふうに考えてございますので、早急に対応してまいりたいと考えてございます。 

○高橋ひでとし委員 その際に、具体的な候補日等も遺族側に示すということの指導もしていただ

けるということでよろしいでしょうか。 

○石原学校教育部次長 そのように対応してまいりたいと考えてございます。 

○高橋ひでとし委員 次に、いじめ認定の判断プロセスが明示されていないという指摘に対して、

どのような改善要求をされるのか、お示しください。 

○石原学校教育部次長 中間報告におきましては、諮問事項のうち、いじめの事実関係の評価と検

証について一部答申が行われたものでございますが、今回提出された所見書の内容について、取り

入れることが可能なものについては、最終報告に反映することが必要と考えております。特に、い

じめを認定するに至ったプロセスを明らかにしてほしい、そういった所見については、ごもっとも

な内容と考えるところでございますので、今後、御遺族側から聞き取りを行う中で、御遺族等の要

望を詳細に確認し、対応いただくよう対策委員会に求めてまいります。 

○高橋ひでとし委員 そのような改善要求が認められない場合、つまり第三者委員会がこれに従わ

ない場合、教育委員会としてどのような対応を取るつもりであるか、お示しください。 

○石原学校教育部次長 委員長からは、所見書の内容に関しましては、最終報告に反映できるもの
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については反映していくと伺っておりまして、具体的な対応につきましては対策委員会において協

議していくとのことでございますので、その結果につきましては、適宜、確認していきたいと考え

ておりますけれども、仮に、その答えが否定的であった場合の対応につきましては、なぜできない

か、そういった理由にもよるところでございますけれども、可能な限り改善が図れるよう、市教委

としても促してまいりたいと考えてございます。 

○高橋ひでとし委員 第２に、所見書では、いじめ認定の判断プロセスにおいて、第三者委員会が、

加害者側の主張や教職員の言い分のみにより事実認定がなされた、そういう蓋然性が示されており、

これに対して、被害者側に責任転嫁するものであると強く批判されています。これに対し、教育委

員会として、第三者委員会に対し、どのような改善を要求するのか、お示しください。 

○石原学校教育部次長 いじめの認定の判断につきましては、アンケート調査や児童生徒、関係者、

御遺族からの聞き取り、また学校や市教委、御遺族、関係機関などから提供を受けた資料などから

多角的に検討されたものと認識しているところでございます。一方で、御遺族からの聞き取りが十

分でなかったとの意見もあるところでありますので、御遺族の意向をしっかりと伺い、そういった

中で、より多角的な視点に基づいた調査、事実確認を行うなど、御遺族に寄り添った対応を行うよ

う、対策委員会に対し求めてまいりたいと考えてございます。 

○高橋ひでとし委員 そのような改善要求に第三者委員会が従わない場合、教育委員会としてどの

ような対応を取るつもりであるのか、お示しください。 

○石原学校教育部次長 先ほどの繰り返しになりますけれども、今後の対応といたしましては、委

員長からは、所見書の内容に関して、最終報告に反映できるものについては反映していくと伺って

ございます。対策委員会で協議されるということになってございますので、同様に、その内容につ

いては適宜確認してまいりたいと考えてございますけれども、偏った事実認定ということはあって

はならないと考えるところでございますので、御遺族にそういった認識を持たれることのないよう、

御遺族からの聞き取りを丁寧かつ十分に時間をかけて行うことで、そういった偏っているという御

遺族の認識というのも改善されていく、そのように考えているところでございます。 

○高橋ひでとし委員 先ほど、より多角的な視点に基づいた調査、事実認定を行うように改善要求

していくというお話がありました。多角的な視点というのが具体的に何を示すのか、御説明くださ

い。 

○石原学校教育部次長 調査に当たっては、これまでも、アンケート調査や児童生徒への聞き取り

等、様々な内容でありますとか資料等に基づいて行ったところでございますけれども、やはり、御

遺族からの聞き取りが十分でない、それは非常に重要な部分でございますので、そこの部分が欠け

ていることはあってはならないということで、そういった内容により厚みを持たせることで、多角

的というような表現をさせていただきましたが、非常に多方面にわたるわけではなくて、今までに

加えて、御遺族の御意見に厚みを持たせるということで、多角的というような表現を使わせていた

だきました。 

○高橋ひでとし委員 私は、御遺族からの聞き取りを丁寧かつ十分に時間をかけて行うこと自体が、

多角的な視点ということに論理的にはつながらないと思うんですが、その点はどうでしょうか。 

○石原学校教育部次長 私が多角的と使った表現が適切でなかったと感じられますので、ちょっと

表現が不適切だったというふうに考えます。私の言う意味での多角的というのは、御遺族の意見に
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より厚みを持たせるということでお話しさせていただきました。 

○高橋ひでとし委員 今回の御遺族側の不満、批判というのは、御遺族からの聞き取りを丁寧かつ

十分に時間をかけて行わなかったということ、つまり、調査自体の問題点ということではなくて、

結論としての責任転嫁というのを問題にしているんじゃないかと思います。裏を返せば、丁寧かつ

十分に時間をかけて御遺族から事情聴取をしたとしても、その判断プロセスが曖昧で、結論も結果

的に責任転嫁されているようなものであれば、それは、この批判に対する回答になっていないので

はないかというふうに私としては考えるんですが、十分かつ丁寧な聞き取りを行った上で、じゃあ

どうするのか、その点をどのようにお考えなのか、お示しください。 

○石原学校教育部次長 教育委員会として、実際、今回の聞き取りの内容でありますとか資料、そ

ういった部分を拝見していない中で、具体的に対策委員会がどのようなプロセスに基づいて今回の

認定をされたか、すぐには分かり得ないところでございますけれども、我々としては、御意見があ

る中で、聞き取り等が十分に行われていないというようなことでありましたので、そういった部分

を加えた上で、より丁寧に、再度、検証いただくことで、御遺族の所見に対する対応をしていただ

きたいということで、対策委員会に引き続き求めてまいりたいと考えております。 

○高橋ひでとし委員 結論に至る判断プロセスの中の認定根拠が増える、被害者側の認定根拠が増

える、だから判断過程もより適正になる、そういう趣旨というふうに理解します。 

第３に、特に、第三者委員会による報告書に記載の医学的所見、被害者側の事情によりいじめを

誘引したという可能性が指摘されている点に対しては、同様のお子さんに対する差別や偏見を助長

するものであると、極めて強い批判が所見書では示されています。そのことからすれば、今後、再

調査などにおいて、かかる医学的所見の適否及びいじめとの因果関係が重要な争点になることは疑

いありません。このような問題に対し、教育委員会として、現時点においてどのような改善を第三

者委員会に要求するのか、お示しください。 

○石原学校教育部次長 諮問事項１のいじめの事実関係の評価と検証をするに当たりまして、必要

な内容であると対策委員会において判断されて、中間報告に記載しているものと認識しているとこ

ろでございますけれども、御遺族の所見に対する対応に関しましては、最終報告においてしっかり

と説明いただくよう求めてまいります。 

○高橋ひでとし委員 最終報告において、そのような明確な説明がなされないことが最終報告前に

事実上明らかになった場合、教育委員会としてどのような対応を取るつもりであるのか、お示しく

ださい。 

○石原学校教育部次長 また先ほどの繰り返しになりますけれども、今後の対応として、最終報告

に反映できるものについては反映していく、また、それについて対策委員会で協議していくとのこ

とでございますけれども、具体的な改善要求が認められない場合の対応につきましては、現時点で

その具体的な対応についてお示しすることはちょっと難しいかなというふうに考えてございます。 

○高橋ひでとし委員 医学的所見が最大の争点である以上、第三者委員会内にもちろんお医者さん

はいますけど、例えば、そういう関係に専門性のある、医学的所見をきちんと判断できるような委

員を追加で選任したりとか、あと、アウトソーシングして、ちゃんとその妥当性について裏づけと

しての医学的所見というものを作成した上で最終的な結論を導くとか、そういうような具体的な対

応というのは、十分、教育委員会として第三者委員会に対して求めることは可能ではないかと思い
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ますけど、そういうことをしないんですか。 

○石原学校教育部次長 対策委員会の委員につきましては、当初と言いましょうか、医師の委員が

２名おりましたけれども、現在、１名ということもありまして、特に、医学的見地からの所見とい

うのは、いじめと亡くなった過程の検証を行う上で非常に重要な部分であると考えてございますの

で、必要であれば、委員の追加、またはアウトソーシングといったことも必要と考えてございます

ので、対策委員会とも協議して検討してまいりたいと考えております。 

○高橋ひでとし委員 この点に関する第三者委員会側の現時点での見解というのはどのようなもの

であるか、当然、教育委員会として確認されておられると思うんですが、その点を御説明ください。 

○石原学校教育部次長 対策委員会の委員長とお話しした中では、今のところ医師が１名おります

けれども、現段階では、委員の追加については特段、急を要していないというような話を今までは

伺っていたところでございます。 

○高橋ひでとし委員 極めて専門的な話なんで、現第三者委員会の委員内で、果たしてしっかり結

論を導くことができるかどうかというのは疑わしいところでもあるのではないかなと思われます。

それを踏まえて、先ほど、私のほうでお示ししたように、例えば、専門的な機関等に調査を依頼し

て、その報告書を上げてもらって、それを踏まえて第三者委員会として本件問題についての結論を

示す、そのようなことについて考えておられないのか、再度、お示しください。 

○石原学校教育部次長 委員の今の御意見は、大事な話だというふうに考えてございますので、今

お話しした内容については、対策委員会と今後、しっかりと協議してまいりたいと考えております。 

○高橋ひでとし委員 最後に、今後、第三者委員会の最終報告提出後、遺族側によるいじめ防止対

策推進法第３０条第２項に基づく再調査の要求があれば、この所見書の内容を踏まえて考察するに、

同再調査実施はほぼ確実な状況であるというふうに私としては解されます。再調査実施に際し、第

三者委員会及び教育委員会として既に収集済みの証拠の再調査委員会に対する提出など、再調査に

対して協力するつもりがあるのかどうか、この点を明らかにしてください。 

○品田学校教育部長 法第３０条に規定する再調査の実施におきましては、第２８条調査において

収集した資料等は全て引き継ぐ趣旨であるものと私どもも理解しておりまして、追加の資料提出や

聞き取り調査等の必要があれば、教育委員会としても全面的に協力してまいりたいと考えておりま

す。 

○高橋ひでとし委員 再調査に関連するんですけど、現第三者委員会の委員長は、さきの記者会見

の際に、最終報告期限として本年８月末をめどにするというふうに明言されておられます。先ほど

私のほうでお話ししたとおり、第三者委員会自体は、一定の独立性が要求される機関ではあります

が、具体的な調査に関する助言及び指導権限については、教育委員会にも存するものというふうに

解釈されます。 

そこで、教育委員会に対して質問しますが、仮に、本年８月末というその期限が守られなかった

場合、教育委員会としてどのような道義的及び法的責任が生じるというふうに考えておられるのか、

教育委員会の見解をお伺いします。 

○品田学校教育部長 ８月末までに間に合わなかったという、あくまでも仮定の話ということでは

あると思うんですけれども、私どもといたしましては、対策委員会の委員長が８月末をめどに最終

報告をまとめたいという発言をされたことを受けておりますので、それに対して、今の段階では、
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我々は全力で支援していきたいということを考えております。特に、その後のどうこうということ

の段階については、まだ今のところは考えていないところであります。 

○高橋ひでとし委員 私は、仮に８月末という期限が間に合わなかったときの教育委員会の具体的

な対応について質問したのではなくて、間に合わなかったときの道義的及び法的な責任について御

質問させていただいたところでございます。再度、回答を求めます。 

○石原学校教育部次長 ８月末までに終わらせたいというように明言されているということで、当

然、そういった期日を明言したということは、それを守れなかった場合、道義的な責任が生じると

は思いますけれども、法的に何か責任が生じるかというと、そういった縛りというのは特にないも

のと考えてございます。ただ、８月末の期限が守られない可能性というのは必ずしもゼロでないと

いうふうに我々も考えているところで、今、委員からも提言がありましたけれども、例えば、医学

的見地からの分析、調査を外部に委託したと仮定して、そのときに、例えば、委託の期間を非常に

要するので長くなるだとか、あと、御遺族から聞き取りを行う中で、さらに、今まで対策委員会が

予定していた以上の新たな調査だとか、そういった内容が示された場合においては、８月に終わら

ないといった可能性も我々としてはあると考えているところであります。８月に終わらない場合、

様々な事情があり得ると思いますので、こういった場合の責任に関しても、その事情にもよるのか

なというふうに考えているところでございます。 

○高橋ひでとし委員 要するに、第三者委員会の委員長は、８月末を期限として最終報告を出すと

いうふうに明言しているけども、教育委員会としては、８月末という期限についてはお約束できま

せんという結論ということで、私の質疑を終わります。 

○品田委員長 続きまして、江川委員、質疑席へ移動をお願いします。 

 御発言願います。 

○江川委員 所見書が出されたということで、その範囲内で幾つか伺いたいと思います。 

今回、所見書が出された経緯というのをまず確認させてください。 

○工藤学校教育部教育政策課主幹 所見書につきましては、いじめの重大事態の調査に関するガイ

ドラインにおきまして、調査結果を市長に報告する際、被害児童生徒、保護者は、調査結果に係る

所見をまとめた文書を当該結果に添えることができることとされております。中間報告に対しての

所見書の提出につきましては、ガイドラインに明記されておりませんが、先ほど説明させていただ

きましたガイドラインの趣旨を踏まえまして、５月３０日、御遺族側弁護団から、市長、教育委員

会及び旭川市いじめ防止等対策委員会に対して提出されたものと認識してございます。 

○江川委員 簡単に言うと、所見書が出されたということは、法的な位置づけとしてはガイドライ

ンにおいてという受け止めなんだということで大丈夫ですね。 

気になったのは、先ほど来質疑があったように、この所見書をどのように扱うのかというところ

なんですけれども、所見書の中では、いじめ認定の遅れ、重大事態としての対応の遅れが最悪の結

果を招いたのではないか、この点こそ今後問われるべき重要な問題ではないかという提起がなされ

ています。そして、一貫して、やはり、中間報告は御遺族の求めに応じた事実認定ではないという

ことが示されています。第三者委員会が立ち上がった時点で、まず、御遺族の話を聞いたというよ

うな第三者委員会委員長の中間報告の記者会見での発言があったように思うんですけれども、その

発言とこの所見書の内容で大きな食い違いが起きているように見えるんですが、きちんと意向を酌
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み取れていたのかというところが疑問です。 

今回の所見書というのは、御遺族の調査してほしい内容、まさにこれに当たると思うんですけれ

ども、どのようにこの所見書を取り扱うのか、教育委員会の見解をお聞かせください。 

○石原学校教育部次長 遺族側への聞き取りについてでございますけれども、中間報告の際に対策

委員会から説明がございました、御遺族側へ１回行われたとする聞き取りとは別に、対策委員会か

らは、昨年の７月９日、第３回の対策委員会において、御遺族、そして御遺族代理人から、調査に

関する要望等を聴取しているところでありまして、また、あわせて、９月には、御遺族側から調査

に対する要望等を書面でいただいているということを伺ってございます。 

今後につきましては、対策委員会からは、現在、御遺族側に対して聞き取り調査の申入れを行っ

ていると伺っておりますので、対策委員会によりまして御遺族の声を直接お聞きする機会が改めて

設けられるものと考えてございます。 

次に、所見書の取扱いについてでございますけれども、対策委員会委員長からは、今後の調査や

最終報告に反映できるものについては反映していくと言われておりますので、その結果につきまし

て、教育委員会としても適宜確認してまいりたいと考えてございます。 

○江川委員 聞き取りは１回だけれども、調査に対する要望の聴取、それから、９月に書面での要

望等が出されているということです。ただ、それではやはり聞き取りが不十分というか、遺族の意

向をきちっと受け止め切れていなかったということなんだと思うんですね。 

そこで、改めてちょっと法的な位置づけについて、再度確認をさせていただきたいんですけれど

も、所見書を見る限りでは、どうも何か、児童生徒の自殺が起きたときの背景調査の在り方につい

てという、平成２３年６月１日、文部科学省初等中等教育局通知に沿った内容にはちょっと思えま

せんで、その後の改訂版の指針等も含めて、どうもこれに沿っているように見えないんですけれど

も、どういうふうに受け止めて対応を行っているのか、そして、説明等はどのように行っているの

か、再度確認をさせてください。 

○石原学校教育部次長 児童生徒の自殺が起きたときの背景調査につきましては、児童生徒の自殺

または自殺が疑われる死亡事案が起きたときに、死亡した児童生徒が置かれていた状況において行

われる調査でありまして、死亡の背景にいじめが疑われる場合には、いじめ防止対策推進法第２８

条に基づく重大事態の調査がこれに当たるとされているところでございます。教育委員会では、重

大事態の調査の実施に当たりまして、令和３年６月２日に、御遺族側に対しまして、直接、重大事

態の対処に関する説明を行いましたほか、先ほど答弁もさせていただきましたが、昨年７月９日の

第３回の対策委員会におきまして、遺族側に対する調査方針の説明とともに、遺族側から調査に関

する要望等の聴取を実施しているところでございます。 

○江川委員 簡単に言うと、本来であれば、この背景調査に関しては、亡くなったときに大体これ

をするんだよと。そして、この中には、そんなに起こることではないから全件調査してもいいんじ

ゃないですかっていうような提案がなされていたりするので、子どもが亡くなったよというときに

はこれが行われる、さらに、その背景にいじめが疑われる場合であれば、いじめ防止対策推進法第

２８条に基づく重大事態の調査がこれに当たるんだという説明という受け止めでいいんですよね。

ということは、これは本来であれば、背景調査から入るんだよというところで、背景調査の部分の

ガイドライン、指針等を見ていくと、本来、対応の方法として、まず、この内容でいくと、平成２
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３年３月のガイドラインについて、６月１日の通知で周知されたというように通知の中に記述があ

って、その後改定がなされているという流れなんですね。あちこち見なきゃいけないんですけど、

順を追っていくと、まず、この背景調査、つまり亡くなったよというときには、御遺族と話をきち

んとして、御遺族がどのようなことを調べてほしいのかというのを基にして調査が行われていく、

それは重大事態に関しても恐らく同じことだと思うんです。そういうふうな理解を私はしていたん

ですけれども、要するに、調査をしたら御遺族に説明して、そして次の方針を決めていくという流

れが共通していると思うんです。今回の所見書を見る限りでは、その流れがきちんと踏めているの

かなというところが、私は疑わしいんじゃないかなと、この所見書を見る限りでは、そういう受け

止めをしています。ですから、きちんとこの指針も含めて、経過説明、協議に沿っているのかなど、

改めての確認が必要であるということはまず指摘させていただきたいと思います。ここはきちっと

確認をお願いしたいです。 

では、教育委員会としては、これまでどのように諮問して、中間報告をどのように受け止めて、

さらに最後に、御遺族の所見書をどのように受け止めているのかというのを伺って、私のほうから

は、簡潔ですが質疑を終わらせていただきたいと思います。 

○黒蕨教育長 いじめの重大事態に関わりますこれまでの受け止めということであります。 

本事案につきましては、貴い生徒の命が失われ、市民をはじめ、多くの方々に不安や疑念が広が

るなど、社会的にも大きな影響を及ぼしていることを重く受け止め、本事案をいじめの重大事態と

し、旭川市いじめ防止等対策委員会に４項目について諮問をさせていただきました。その際は、で

きるだけ早期に事実の全容を明らかにし、同種の事態の再発防止を図っていくことが急務であると

いう認識の上で調査をお願いいたしまして、教育委員会としても、全面的に調査に協力をしてきた

ところであります。 

また、中間報告については、諮問事項のうち、いじめの事実関係の調査と検証の調査結果が、前

年度内にまとめられ、御遺族に説明するとともに、対策委員会から公表されたところであり、その

中間報告の結果としては、いじめとして取り上げる事実が６項目あったことが明らかとなりました。

このことは、教育委員会として大変重く、厳粛に受け止め、いじめの認知に至らなかったことを深

く反省し、御遺族に対しまして、直接おわびを申し上げたところであります。さらに、この中間報

告に対する所見書がこのたび提出されましたが、中間報告の内容や調査に対する御遺族の意見が複

数の事項について述べられており、そのことについては真摯に受け止め、今後の調査に生かしてい

ただくよう、対策委員会の委員長にお伝えをしたところでございます。 

重大事態の調査に当たりましては、当初から、中立、公平で、御遺族の意向に寄り添った調査を

進めていくことを基本としており、調査に対する御遺族の理解と信頼が深まり、８月の末までに最

終的な調査結果がまとまるよう、教育委員会としても、調査の事務局として最善の努力を払ってま

いりたいと考えております。 

○品田委員長 中村委員、質疑席へ移動をお願いします。 

御発言願います。 

○中村委員 では、私のほうからも中間報告に関する所見書について、何点か質疑をさせていただ

きたいというふうに思っております。 

概要版ということで、今御報告がありましたけども、これは、本編は２１ページあるということ
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で、かなり膨大なページ数になるんですが、私ども議員にもそれは見せていただけないということ

で、その点については理解をしたいと思います。この概要版以外のところも、かなり遺族の心情と

いうのが書き連ねられているんではないかなということだけは、想像に難くないのかなというふう

に思っております。記者会見のときに、今津市長もこの中間報告に対する見解ということも言われ

ていましたけども、「報告書を見て感じることは、淡々と事実が書かれていて非常に感情がないと

いうか、無機質な印象を私は率直に受けています。特に、被害者の気持ちや心情というものがやは

り抜け落ちているということを私自身は感じるところでございます。」というふうに言われている

んですね。まさに、この所見書に書いてあることは、今津市長が言っていることと相通じているん

だなということを私も感じるところではあります。 

まずは、中間報告に関して、複数項目にわたり厳しい指摘があったわけですが、先ほども答弁が

ありましたけども、改めて、教育委員会としてどのように受け止めているのかについて、お伺いを

したいと思います。 

○石原学校教育部次長 中間報告に対する所見書が５月３０日に提出されておりますけれども、中

間報告の内容や調査に対する御遺族の意見が複数の事項について述べられておりまして、教育委員

会といたしましても真摯に受け止めているところでございます。重大事態の調査に当たりましては、

当初から、御遺族の意向に寄り添った調査を進めていくことが基本であると考えておりまして、調

査に対する御遺族の理解と信頼が深まるよう、かつ、中立性、公平性が担保された最終的な調査結

果がまとまるよう、教育委員会といたしましても、調査の事務局といたしまして、最善の努力を払

ってまいりたいと考えているところでございます。 

○中村委員 調査に対する御遺族の理解と信頼が深まるよう、教育委員会として最善の努力をされ

るというお話なんですけど、この所見書が出たということは、裏を返せば、理解と信頼が全くない

中間報告だったと言わざるを得ないということになると思います。第三者委員会による遺族に対す

る事情聴取が１度だけだったということは、前回の委員会質疑でも明らかになっておりましたが、

そのたった１回の事情聴取の質問事項が、いじめ加害行為におよそ関係の乏しい内容だったと、そ

ういう記述も所見書にはあるところです。いじめの重大事態の調査に関するガイドラインには、被

害児童生徒、保護者に寄り添いながら対応することを第一とし、信頼関係を構築することとなって

おりますが、所見書を見る限り、信頼関係を構築するどころか、不信感を増幅させる調査が行われ

てきたと言わざるを得ないと思いますが、ガイドラインに準じた調査と言えるのかどうか、市教委

の見解を伺いたいと思います。 

○石原学校教育部次長 これまでも、市長から、御遺族及び御遺族側弁護団と連携して調査を進め

るよう依頼があった際には、改善のため、対策委員会におきましては、適宜、会議終了後に会議の

内容の報告や調査の進捗等について説明するなど、御遺族側とのコミュニケーションを重視しなが

ら調査に取り組んできたものと伺っているところでございます。 

今回、中間報告に対する所見書が示されましたが、対策委員会に対しまして、ガイドラインの趣

旨に従い、改めて、所見書の内容等を尊重するなど、御遺族に寄り添い、信頼関係が維持されるよ

う、対応の検討を求めてまいりたいと考えております。 

○中村委員 今の答弁は、質問に全く回答いただいていないというふうに私は受け止めるんですけ

ども、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインに準じた調査だったと言えるかどうかという
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ことについて、改めて答弁を求めたいと思います。 

○石原学校教育部次長 対策委員会における調査につきましては、いじめの重大事態に関するガイ

ドラインに基づきまして、対応の改善なども図りながら進めてきたところでありまして、市教委と

しても、調整役として円滑な調査の支援に努めてきたところでございますけれども、遺族からの所

見につきましては、非常に重たく受け止めているところでございまして、今後、対策委員会とも連

携を図りながら、ガイドラインに準じた対応となるよう、対応の改善に努めてまいりたいと考えて

おります。 

○中村委員 全く遺族に寄り添っていないじゃないですか。たった１回しか聞き取りしていないと

いう事実、そして、その内容も不十分、そんな中で、ガイドラインに沿った対応をするように指導

していくと言っても、今はもう中間報告が出されたわけですよ。出ている中で、今、評価を聞いた

わけですよね。本当にガイドラインどおりの調査の手法でやってきたのかどうか。ガイドラインを

読めば、ちゃんと遺族に寄り添うと書いてあるわけですし、それを第一義とするということは書い

てあるわけですけども、でも、この所見書の内容は、必ずしもそうなっていないからこそ、こうい

うふうに２１ページにも及ぶ所見書が出されているわけですよ。 

 そもそも、教育委員会がこのガイドラインを本当にちゃんと理解しているのかなということは、

４月のこの委員会の質疑の中でも触れさせていただきましたけども、教育委員会もいじめがあった

６項目について、そのうちの５項目については、早い段階から認識していたということも答弁され

たわけですよね。そんな中で、もちろんいじめがあった以前にガイドラインが示されていて、その

中に、どういった場合に重大事態の調査に入るかということを示されているわけですよね。まさに、

４月のときにも質疑をしましたけども、ＳＮＳで性的画像等々、そういったものを拡散するような

ことがあれば、重大事態に速やかに入らなければならないというようなこともこのガイドラインを

読めば分かるはずなんですが、その４月の委員会でも、この６項目のうちの５項目を教育委員会が

認識していたという中で、誰か１人でもこの重大事態の調査に入るべきだというふうに言った職員

はいなかったんですかってお伺いしましたら、誰一人いませんでしたという回答だったんですね、

その４月のときは。ですから、ガイドラインをしっかりと理解していないということの延長線上で、

今回の第三者委員会の調査の中でも、教育委員会の中では、私は流れているんではないかなという

ふうに思うんですよね。きちっと理解していれば、本当に第三者委員会の調査の中で遺族に寄り添

うというところを最大限、重視しながら調査が行われているのかどうか確認をする。内容の決定は、

第三者委員会に任されていることかもしれませんけども、そういう遺族に対する配慮、寄り添いと

いうのが本当にできているかどうかというところの確認は、教育委員会がやっぱりちゃんとしてい

かなければならなかったはずなんですよ。ですから、その反省がなければ、これは一歩も前に進ま

ないと思いますよ。この所見書を出された以上は、やはり遺族側としても、中間報告が変わるのか

変わらないのかということが、大きな問題だというふうに思っております。 

中間報告の内容について、いじめの認定があったことは遺族側としても評価をしているというこ

とは、記者会見の中でも述べられていたところですけども、ただ、それ以外の点では全く評価され

ていないというふうにも受け止められます。最後の小括のところで、「中間報告の内容は被害者遺

族の声を無視し、加害者の言い分に偏った事実認定が大部分を占めています。被害者に寄り添った

調査というには程遠い内容であると言わざるを得ません。被害者遺族の声を反映しない調査であれ
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ば、遺族及び弁護団としては、今後の調査協力を拒絶することも検討せざるをえない」とあります。

もしそのようなことになったら、本当に前代未聞の事態になるんではないでしょうか。真相解明の

ために、遺族に寄り添った対応を行い、いじめの認定となった中間報告の内容を、より遺族の理解

が得られる形にするためには、どのようなことが必要と考えているのか、伺いたいと思います。 

○石原学校教育部次長 対策委員会からは、現在、御遺族側に対しまして、聞き取り調査の申入れ

を行っているものと伺っておりまして、対策委員会によりまして、御遺族の声を直接お聞きする機

会が設けられるものと考えてございます。最終報告に向けては、所見書や御遺族からの聞き取りの

内容を踏まえまして、表現を改めたり、あるいは文言を付け加えたりすることも検討されていくも

のと考えております。 

○中村委員 ただいまの答弁ですが、表現を改めたり、文言を付け加えることも検討されていくも

のと考えているとのことですが、これは、中間報告部分の内容を訂正するということを指している

のかどうか、伺いたいと思います。 

○石原学校教育部次長 中間報告につきましては、既に答申を終えたといったものでありまして、

それ自体を訂正するといったことはないものと考えておりますけれども、最終報告におきましては、

例えば、改めて事実認定に関わる内容を補足するといったことも対策委員会において検討いただき

たいと考えているところでございます。 

○中村委員 今の答弁だとちょっと分かりづらいんですが、中間報告は既に答申を終えているとい

うのは、確かにそのとおりだと思うんです。それを、例えば訂正してくださいというふうに、また

出し直してくださいということはできないということを初めに言われたとは思うんですが、ただ、

その後の最終報告において、改めて事実認定に係る内容を補足することを対策委員会に検討してい

ただくということですから、この中間報告部分をいじるのか、それとも、それに至る前後のところ

で修正というか、その中間報告部分の意図するところが分かるような、そういう文言を付け加える

と言っているのか、どちらですか。 

○石原学校教育部次長 最終報告については、諮問事項は全部で４つありまして、初めの１つの中

間報告は終わりましたが、中間報告も含めて、全体で内容が記載されていくと、そんなふうに私ど

もは考えておりまして、今後、御遺族側から聞き取り等を行う中で、例えば、新たな事実等の確証

が得られれば、当然、中間報告に当たる部分の表現等についても教育委員会としては修正すべきと

いったふうに考えておりますけれども、そのことについても対策委員会と改めて確認してまいりた

いと考えてございます。 

○中村委員 教育委員会としては、中間報告の文言も変えるべきところがあれば変えるべきだとい

う考え方を今伺って、安心したんですけども、やはり、遺族側というのは、中間報告に対して疑問

を持っておられる、そのことが訂正されるのかどうかということが重要なことになるんではないか

というふうに思っております。一度決定した内容を変更するのは大きな抵抗があるかもしれません

けども、私は遺族に寄り添った内容に修正すべきだと思います。被害生徒の立場に立った表現を最

終報告書でどう盛り込むかが鍵になると思います。そのような配慮を行う必要があると思いますし、

最終報告書には、中間報告の内容の修正も含め、遺族に寄り添った内容に修正することを、第三者

委員会の同意を得た後に早急に遺族へも伝える必要があると思いますけども、見解を伺いたいと思

います。 
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○石原学校教育部次長 中間報告における事実認定が、結果として当該生徒の尊厳を傷つける、そ

ういった結果を招き、また、強制、強要を示す表現が見られないなどの所見につきましては、御遺

族とされても強い思いがあるものと察するところでございます。 

今後の対策委員会における調査において、公平、中立という視点を持ちつつ、所見書の内容を可

能な限り尊重するなどの配慮については、当然、必要と考えているところでございます。所見書に

つきましては、５月３０日に受領いたしまして、翌日に我々からも対策委員会の委員長にお渡しし

ているところでございますが、対応につきましては、今後、対策委員会においてしっかり協議して

いくということでございました。所見書の項目につきましては、多岐にわたっておりますことから、

対応がすぐに決まるもの、あるいは、そうでないものもあると考えますけれども、今後の御遺族へ

の聞き取り調査の際など、適宜、御遺族に伝えていく、そういったことが必要と考えておりますし、

そのタイミング等につきましては、対策委員会とも協議をしてまいります。 

いずれにいたしましても、御遺族の意向に寄り添い、信頼が得られるような調査が進められ、早

期に最終結果がまとまるよう、できる限り、御遺族と対策委員会の調整に、教育委員会としても力

を注いでまいりたいと考えております。 

○中村委員 やはり、御遺族に対して、例えば文言の修正等々を考えているということがあるんで

あれば、私は、速やかに伝えていかなければいけないんじゃないかと思うんですよね。このたびの

所見書は、これまでの中間報告の内容が変更される意向がなければ、最終報告を待たずに、遺族側

から調査協力の辞退を申し入れる可能性に言及されているというふうに私は受け止めています。例

えば、今後、第三者委員会から速やかな発信がない場合でも、そうした判断を下すことも十分に考

えられることだと思います。万が一のために伺っておきますが、遺族側から調査手法が適切さを欠

いているとの判断から、調査協力できないとの申出があった際は、どのような対応を取られるのか、

市教委の見解を伺います。 

○品田学校教育部長 現在、調査中のいじめの重大事態の真相解明のためには、御遺族の調査協力

が当然不可欠であり、辞退されるようなことがあっては今後の調査が立ち行かなくなることにもな

りかねないものと考えているところでございます。こういった事態を招くことがないよう、聞き取

りなどによりしっかりと御遺族側の意向を伺いながら、御遺族に寄り添った調査を進めていただく

よう、教育委員会といたしましても対策委員会に求めてまいりたいと考えているところでございま

す。 

○中村委員 ぜひともそのように進めていただきたいというふうに思います。 

記者会見が４月１５日にあって、この所見書が出されるまで１か月半、遺族側の方々は、本当に

心苦しい中でこの所見書をまとめられたと思うんですよ。本来であれば、調査をしていただいてあ

りがたいと思って、当然ながら、その調査にも協力をするということで、真相解明を図ってほしい、

そして、再発防止を願っている、それは何より遺族の方々なわけですよね。その方々から、こうし

た所見書を出さなければならない事態というのは、すごいつらかったと思いますよ。そのことを、

やはり教育委員会がしっかり受け止められなければ、一歩も前に進まないと思いますよ。私は、本

来、この所見書を出させたことに対して、教育委員会がしっかりと謝罪をする、こんなことをさせ

てしまって大変申し訳ありませんでしたということを、教育委員会も第三者委員会も、誠実に謝罪

をするというところからスタートしなければ、気持ちを変えていただけないと思いますよ。半分は、
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もう調査協力はできないよというぐらいの気持ちでいるんじゃないかなというふうに、この所見書

を読むと、誰もが受け止められますよ。 

教育長ね、やっぱり教育委員会がしっかりと襟を正すためにも、人間というのは、申し訳ないと

思ったときにどういう行動を取るかというのは、もう一つしかないんですよね。ですから、私は教

育長にはぜひともそういったことをしっかりやっていただく中で、遺族の方々も最後まで前向きに

調査に協力をしていただけるという環境をつくっていただきたいと思いますが、御所見を伺いたい

と思います。 

○黒蕨教育長 大変厳しい御意見をいただきました。 

本来は、所見書がないというのが一番の形だと思います。その上で、今回の中間報告に対して、

相当な時間をかけて、今回、これだけの分量の所見書が出されたということは、本当に大変厳しい

意見が多々あります。私も本当に重たく、厳しく受け止めておりますし、改めてこの機会に、御遺

族の方々との信頼関係の構築というものをしっかりやっていかなければいけないと思っております。 

この調査のベースには、何より、信頼関係の構築と、調査に対する理解というものが基本にない

と、調査結果に対する信頼が得られないと思っております。その意味では、所見書は、市長、それ

から教育委員会にも出されておりますので、私どもが当事者という思いで、このことを受け止めざ

るを得ないと思っていますし、５月３０日には、私が直接、御遺族側弁護団の皆様と面談をして受

領いたしました。しっかりと受け止めさせていただきたいというお話もさせていただきました。私

のみならず、教育委員会の関係する職員が、しっかりとその認識を持って、これからまた調査に当

たって、できるだけ調査に対する信頼を上げていくということに全力を尽くしていかなければいけ

ないと、そのように思っております。 

○中村委員 終わりたいと思います。 

○品田委員長 能登谷委員、質疑席へお願いします。 

御発言願います。 

○能登谷委員 旭川いじめ事件被害者弁護団から、所見書が市長と教育委員会に提出されたという

ことです。公表されたのは概要版なので、全文は市と教育委員会だけが手にしていますので、概要

版でも分かる範囲で質疑したいと思います。 

概要版は主に、第１、中間報告に関する所見と、第２、中間報告に対する疑問点の２つで構成さ

れています。総じてもっともな所見であると考えていますが、特に、第１、中間報告に関する所見

については、これまでの質疑で確認してきたことや、私ども日本共産党旭川市議団が４月１８日に

発表した、いじめ第三者委員会の中間報告を受けての見解、この立場とも合致しているものと評価

しています。既に３人の質疑がありましたので、私のほうは手短に聞かせていただきたいと思いま

す。 

第１、中間報告に関する所見の受け止めについて伺います。１、いじめ認定まで３年もの期間、

いじめ早期発見、早期対応を求める法の趣旨に反する。２、学校がいじめを３年前に認定し、早期

対応を進めていれば、最悪の事態は避けられた。３、いじめと自殺との因果関係だけが問題ではな

い。今、タイトルだけ読んだんですが、どれもそのとおりだと考えますが、教育委員会の受け止め

はどうか、伺います。調査中だから言えないという範疇のものではなく、一般論として、至極当然、

当たり前のことではないでしょうか、お答えください。 
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○辻󠄀並学校教育部次長 本事案につきましては、事案発生当初から、関係する学校において当該生

徒の心のケアをはじめ、警察との連携の下、事実関係の確認や再発防止に向けた加害児童生徒への

指導など、旭川市いじめ防止基本方針に準じた対応を行っていたところではありますが、当時、い

じめの認知には至らなかったところであり、深く反省をしております。そうしたいじめの認知には

至らなかったことも含めまして、学校や教育委員会の当時の判断や対応につきましては、現在、旭

川市いじめ防止等対策委員会において、学校と教育委員会の対応調査と課題検証などの調査が進め

られているところであり、教育委員会としては、その結果を真摯に受け止めてまいります。いじめ

防止対策推進法の定義に基づく正確で積極的な認知を行うことはもとより、いじめにより、児童生

徒の生命、心身、または財産に重大な被害が生じた疑いがある場合などには、重大事態としての対

処が必要であると考えておりますので、今後、そうした対応を徹底してまいります。 

また、調査方法やスケジュールなど、対策委員会の調査の在り方につきましては、最終報告がな

された段階で教育委員会としても検証してまいりたいと考えております。 

○能登谷委員 第２、中間報告に対する疑問点についての受け止めを伺います。１、中間報告の前、

遺族に対して事実確認をしていない。２、加害者と教職員の供述だけで事実を認定している。３、

中間報告は結論だけで、認定の理由、判断過程が一切明示されていない。４、被害者の尊厳を傷つ

ける事実認定。項目だけでもその後９項目まで書かれています。それで、１０の小括では、「中間

報告の内容は被害者遺族の声を無視し、加害者の言い分に偏った事実認定が大部分を占めています。

被害者に寄り添った調査というには程遠い内容であると言わざるを得ません。被害者遺族の声を反

映しない調査であれば、遺族及び弁護団としては、今後の調査協力を拒絶することも検討せざるを

えないことを、ここに申し添えます。」と、大変厳しい内容となっていると思います。これらにつ

いて、教育委員会はどのように受け止めたのかもお示しいただきたいと思います。 

○石原学校教育部次長 第２、中間報告に対する疑問点の内容につきましては、主に、対策委員会

における調査に対するものでありますが、対策委員会を所管しております教育委員会といたしまし

ても、真摯に受け止めなければならない内容のものであると考えてございます。 

また、対策委員会に対しましては、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの趣旨に従い、

改めて所見書の内容等を尊重するなど、御遺族に寄り添い、信頼関係が維持されるよう、対応の検

討を求めてまいりたいと考えているところでございます。 

○能登谷委員 北海道新聞の報道では、今津市長が、中間報告の問題点が多項目にわたって指摘さ

れており、内容を精査し、遺族の意向に寄り添って対応したいとコメントを出しているとのことで

すが、これは本来、教育委員会が対応すべきことではないでしょうか。 

○石原学校教育部次長 今回、御遺族側から提出された所見書につきましては、市長、教育委員会、

そして対策委員会の３者宛てに提出されておりますけれども、いじめの重大事態の調査に関するガ

イドラインにおきましては、調査結果を市長に報告する際、被害児童生徒、保護者が所見書を添え

ることができるというふうにされており、本来、市長に提出するといった趣旨となってございます。

このようなことから、マスコミへのコメント等につきましては、それを代表して、市長からお出し

いただいたところでございますけれども、コメントの内容につきましては、教育委員会も同じ考え

であります。 

○能登谷委員 さらに報道では、市や市教委内では、第三者委員会が８月末に最終報告を行った後
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に、今津市長に再調査を要請するとの見方が強まっていると書かれていますが、それは本当なので

しょうか。最終報告を待たずに再調査先にありきの風潮はいかがなものかと私は思います。誰がど

ういう意味で言っているのか、分かればお聞かせください。 

○石原学校教育部次長 重大事態の再調査につきましては、教育委員会、あるいは学校による重大

事態の調査において、十分な調査が尽くされていない、そういった場合などにおいて、市長が判断

して実施するものでありますので、教育委員会として、再調査の可能性について言及する立場には

ないというふうに考えておりまして、新聞の記事がどのような取材の下、書かれたのかといったこ

とについては把握はしていないところでございます。教育委員会といたしましては、最終報告に向

けまして、一日も早く、また十分に調査が尽くされるよう、対策委員会の調査に対する支援といっ

たものに努めてまいりたいと考えてございます。 

○能登谷委員 教育委員会では言及する立場にない、それはそうだと思うんですね。副市長でも呼

べばよかったのかなと思うんですが、時間もないのでやめますが。 

最後にします。最後なので、教育長にも伺っていきたいと思いますが、現在、第三者委員会が行

っている調査で真相解明をしっかりやっていただく必要があると思います。それにしても、被害者

弁護団から、ここまで明確な中間報告に対する批判が例を挙げて示されているわけですから、第三

者委員会は、最終報告に向けて、指摘されている内容を酌み上げたものに仕上げていく必要がある

と考えます。独立した調査機関であることは承知していますが、教育委員会として、助言など、可

能な方法で援助すべきではないでしょうか。先ほどの答弁では、所見書の内容等を尊重するなど、

御遺族に寄り添い、信頼関係が維持されるよう、対応の検討を求めてまいりたいとありました。そ

うであれば、教育委員会として、遺族の意向に寄り添った対応をどのように行うのか、所見書を受

けての教育長の総合的な見解をお示しいただきたいと思います。 

○黒蕨教育長 第三者委員会であります旭川市いじめ防止等対策委員会の調査につきましては、教

育委員会が調査対象となっているところでもありまして、アンケートや聞き取り調査、また、事実

認定のプロセスなどについて、関与していないということでありまして、個々の調査の内容につい

て、今は教育委員会が具体的に助言等を行う立場にはないというような状態ではございます。しか

しながら、中間報告に対する所見書が出されまして、御遺族の切実な思いが複数の事項にわたって

述べられており、そのことについては、先ほども申し上げましたが、大変厳しく、また、真摯に受

け止め、今後の調査に生かしていただくように対策委員会の委員長にお伝えをしているところであ

ります。委員長のほうからも、その内容については酌み取っていきたいというようなコメントもい

ただいているという状況でございます。 

加えまして、調査の基礎となります御遺族と対策委員会との信頼関係の構築、これがやはり急務

な課題だと思っております。できる限り、教育委員会としても、今後、両者の調整役に努めてまい

りたいと考えています。 

重大事態の調査に当たりましては、先ほども御答弁申し上げましたが、当初から、御遺族の意向

に寄り添った調査を進めていくことを基本としており、調査に対する御遺族の理解と信頼が深まる

よう、また、中立性、公平性が担保された最終的な調査結果が８月末までにまとまるよう、教育委

員会として、最善の努力を払ってまいりたいと考えております。 

○品田委員長 ほかに御発言はございますか。 



- 26 - 

（「なし」の声あり） 

○品田委員長 なければ、以上で予定していた議事は全て終了いたしました。 

そのほか、委員の皆様から御発言はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○品田委員長 それでは、本日の委員会はこれをもって散会いたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午後０時０１分 

 

 


